
 
 
 
 
 

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町 

合 併 協 議 会 

 

第５回総務・企画・議会小委員会 

 

 

 

 

 

 

日時 ： 平成１４年８月１２日(月) 

 

場所 ： 峰山町役場２階大会議室 

 

 



次   第 
 
１ 開会 
 
 
２ 議題 

（１）協議第１号（継続協議）６ 議会議員の定数及び任期の取り扱いに関すること 
    

 （２）協議第２号 １９－ ９ 電算システムの取扱い 
 
（３）協議第３号 ２１－ ８ 指定統計事務の取扱い 

 
（４）協議第４号 ２１－１７ 財政事務の取扱い 

 
（５）次回の議題について 
    協定項目の協議について 
  
（６）次回の小委員会の日程 

   ① 第６回総務・企画・議会小委員会 
      日程 平成１４年９月１２日(木) 午前９時３０分 

     場所 丹後町役場第４会議室 
 
３ その他 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－９ 電算システムの取扱いに関すること 整理番号 １９－９－１－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 行政情報システム 分科会名 電算分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 住民情報システム 

①システム名称 

 

 

②システム提供元 

 

 

③接続機器台数 

 

 

 

 

 

 

 

④サブシステム、導

入時期 

 

 

ＴＲＹ－Ｘ 

 

 

京都府町村会 

 

 

サーバ（本番用）    １台 

（テスト用）   １台 

クライアント     ２８台 

プリンタ        ３台 

 

 

 

 

住民記録    平成14年1月 

印鑑登録    平成14年1月 

国民年金    平成14年1月 

児童手当    平成14年1月 

 

税及び資格管理関連サブシステ

ムは、平成１４年度中に導入。 

 

 

ＴＲＹ－Ｘ 

 

 

京都府町村会 

 

 

サーバ（本番用）     １台 

（テスト用）   １台 

クライアント     １９台 

プリンタ       １５台 

 

 

 

 

住民記録    平成12年10月

国民健康保険  平成12年10月

国民年金     平成12年10月

印鑑登録    平成12年12月

児童手当    平成13年4月

保育所保育料  平成13年4月

老人保健    平成13年4月

医療給付    平成13年4月

住登外・宛名  平成12年10月

住民税     平成13年4月

軽自動車税   平成13年4月

固定資産税   平成13年4月

収納      平成13年4月

上・簡易水道  平成13年4月

農業集落排水  平成13年10月

 

 

ＴＲＹ－Ｘ 

 

 

京都府町村会 

 

 

サーバ（本番用）    1台 

（バックアップ用）1台 

   （テスト用）   1台 

クライアント     ４５台 

プリンタ       １１台 

 

 

 

住民記録    平成11年10月

国民健康保険  平成11年10月

国民年金     平成12年4月

印鑑登録    平成11年10月

児童手当    平成12年6月

保育所保育料  平成12年4月

幼稚園保育料  平成13年4月

老人保健    平成13年4月

医療給付    平成12年4月

住登外・宛名  平成11年10月

住民税     平成12年2月

軽自動車税   平成12年4月

固定資産税   平成12年4月

収納      平成12年4月

滞納管理    平成14年6月

上・簡水道   平成12年4月

下水道     平成13年4月

 

 

ＴＲＹ－Ｘ 

 

 

京都府町村会 

 

 

サーバ（本番用）    1台 

（バックアップ用）1台 

クライアント      ５台 

プリンタ        ２台 

 

 

 

 

住民記録    平成14年5月

印鑑登録    平成14年5月

 

 

税及び資格管理関連サブシステ

ムは、平成１４年度中に導入。 

 

 

ＴＲＹ－Ｘ 

 

 

京都府町村会 

 

 

サーバ（本番用）     １台 

   （バックアップ用）１台 

   （テスト用）   １台 

クライアント     ２１台 

プリンタ       １０台 

 

 

 

住民記録    平成13年12月

国民健康保険  平成13年12月

国民年金     平成13年12月

印鑑登録    平成13年12月

児童手当    平成13年12月

保育所保育料  平成14年2月

老人保健    平成13年12月

医療給付    平成13年12月

住登外・宛名  平成13年12月

住民税     平成13年12月

軽自動車税   平成13年12月

固定資産税   平成13年12月

収納      平成14年4月

滞納管理    平成14年4月

上下水道    平成14年2月

総合窓口支援  平成14年3月

 

 

ＴＲＹ－Ｘ 

 

 

京都府町村会 

 

 

サーバ（本番用）     １台 

（バックアップ用）１台 

クライアント     １９台 

プリンタ        ４台 

 

 

 

 

住民記録    平成13年12月 

国民健康保険  平成13年12月 

国民年金     平成13年12月 

印鑑登録    平成13年12月 

児童手当    平成14年4月 

保育所保育料  平成14年1月 

老人保健    平成14年4月 

医療給付    平成14年4月 

住登外・宛名  平成13年12月 

住民税     平成14年1月 

軽自動車税   平成14年1月 

固定資産税   平成14年1月 

収納      平成14年4月 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－９ 電算システムの取扱い 整理番号 １９－９－１－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 行政情報システム 分科会名 電算分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

住民情報システムについては、現在６町が使用しているＴＲＹ－Ｘをそのまま継続して使用することとする。 

 住民生活に直接関係する住民記録及び、税、各種資格管理等の業務については、合併までにシステムの一体化を図

るとともに、新しい自治体規模に適合した仕様への改善を行い、円滑にサービスが提供できるよう、万全の準備を行

う。また、サブシステムにおいては、各業務の調整に沿って仕様の改善を行うとともに、必要となるシステムを採用

するものとする。 

 

(理由) 

 現在、６町は同じシステムを使用しているため、膨大な量となるデータ部分の仕様については、一定のルールで統

一されている。その結果、電算システムの統合に必要なデータ仕様の調整については、改めて行う必要が無いので、

システム統合に要する期間を短縮することができる。 

 さらに、新システムを導入するより、現行システムを改修した方が、費用を低く抑えることができる。 

 

１ 住民情報システム 

住民情報システムについては、６町とも京都府町村会が提供するＴＲＹ－Ｘを使用しているが、合併に伴いシステム

の一体性と自治体規模に適合した仕様が必要になる。また、サブシステムにおいては、その採用の有無に差異があるた

め、一元化する必要がある。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－９ 電算システムの取扱いに関すること 整理番号 １９－９－１－２ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 行政情報システム 分科会名 電算分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

２ 財務情報システム 

①システム名称 

 

 

 

 

②システム提供元 

 

 

 

③接続機器台数 

 

 

 

 

④サブシステム、導

入時期 

 

 

 

町村会財務会計システム 

 

 

 

 

京都府町村会 

 

 

 

サーバ         1台 

クライアント     ７０台 

プリンタ       １５台 

 

 

予算編成  平成14年1月 

予算執行  平成14年1月 

決算統計  平成11年5月 

起債管理  平成12年10月 

 

 

 

町村会財務会計システム 

 

 

 

 

京都府町村会 

 

 

 

サーバ         1台 

クライアント     １８台 

プリンタ       １４台 

 

 

予算編成  平成14年2月 

予算執行  平成14年4月 

決算統計  平成11年5月 

起債管理  平成13年10月 

 

 

 

町村会財務会計システム 

 

 

 

 

京都府町村会 

 

 

 

サーバ         1台 

クライアント    １２５台 

プリンタ       ２６台 

 

 

予算編成  平成14年2月 

予算執行  平成12年4月 

決算統計  平成10年5月 

起債管理  平成12年10月 

 

 

 

PORIS/Ⅳ 

平成１４年度中に町村会財 

務会計システムを導入。 

 

 

ケーケーシー情報システム 

（京都府町村会） 

 

 

オフコン        1台 

クライアント     １４台 

プリンタ       １１台 

 

 

予算編成  平成 3年12月 

予算執行  平成 4年4月 

決算統計  平成10年5月 

起債管理  平成 3年 4月 

 

 

 

 

 

町村会財務会計システム 

 

 

 

 

京都府町村会 

 

 

 

サーバ         1台 

クライアント     ８０台 

プリンタ       １８台 

 

 

予算編成  平成13年11月 

予算執行  平成14年4月 

決算統計  平成10年5月 

起債管理  平成12年10月 

 

 

 

町村会財務会計システム 

 

 

 

 

京都府町村会 

 

 

 

サーバ         1台 

クライアント     ２１台 

プリンタ       １４台 

 

 

予算編成  平成13年12月 

予算執行  平成14年4月 

決算統計  平成13年4月 

起債管理  平成13年4月 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－９ 電算システムの取扱い 整理番号 １９－９－１－２ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １ 行政情報システム 分科会名 電算分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

 町村会財務会計システムを改修し、新市に移行する。 

 

(理由) 

 システムの新規導入には多額の経費を要することから、現行システムの改修によってできる限り対応していくこと

が適切と考える。 

 

 

２ 財務情報システム 

新市の自治体規模および、組織・事務機構に適合したシステムが必要になる。 

 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 １９－９ 電算システムの取扱いに関すること 整理番号 １９－９－２－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 行政情報インフラの状況 分科会名 電算分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ ネットワークの整

備状況 

①庁内ＬＡＮの状況 

   ・構築時期 

 

 

 

   ・通信速度 

 

 

 

   ・接続機器数 

 

 

 

 

 

②外部施設との接続

状況 

   ・接続施設 

 

 

 

 

 

   ・接続方法 

 

 

 

   ・接続機器数 

 

 

 

 

 

平成１２年５月 

 

 

 

１００Ｍbps 

 

 

 

サーバ     ８台 

高速プリンタ  １台 

クライアント  １０８台 

レーザプリンタ １７台 

 

 

 

 

２か所 

 （中央公民館、福祉センター） 

 

 

 

 

無線ＬＡＮ 

 

 

 

１５台 

 

 

 

 

 

基幹系  平成１０年１１月 

情報系  平成１２年７月 

 

 

１００Ｍbps 

 

 

 

サーバ     ２１台 

高速プリンタ  １台 

クライアント  １０２台 

レーザプリンタ ２９台 

 

 

 

 

８か所 

 （各保育所） 

 

 

 

 

ＩＮＳ６４ 

 

 

 

８台 

 

 

 

 

 

平成７年１２月、 

平成１１年１０月に再構築 

 

 

１００Ｍbps 

 

 

 

サーバ     １２台 

高速プリンタ  ２台 

クライアント  １６８台 

レーザプリンタ ３０台 

 

 

 

 

８か所 

 （給食センター、し尿処理場、

  浄水場、保育所、小学校、 

  中学校、塵芥処理場） 

 

 

自営光ファイバ（１００Mbps）、

ＩＮＳ６４ 

 

 

２４台 

 

 

 

 

 

平成１３年８月 

 

 

 

幹線 １００Ｍbps 

幹線～ｸﾗｲｱﾝﾄ（無線）１１Ｍbps

 

 

サーバ     ９台 

高速プリンタ  １台 

クライアント  １０７台 

レーザプリンタ ２４台 

 

 

 

 

１２か所 

 （保健センター、診療所、 

  保育所、小学校） 

 

 

 

ＩＮＳ６４ 

 

 

 

１２台 

 

 

 

 

 

平成１３年９月 

 

 

 

１００Ｍbps 

 

 

 

サーバ     １２台 

高速プリンタ  １台 

クライアント  １１０台 

レーザプリンタ ２７台 

 

 

 

 

１１か所 

 （保育所、小学校、中学校） 

 

 

 

 

無線ＬＡＮ、ＩＮＳ６４ 

 

 

 

１７台 

 

 

 

 

 

平成１０年１２月 

平成１３年９月に再構築 

 

 

１００Ｍbps 

 

 

 

サーバ     １３台 

高速プリンタ  ２台 

クライアント  １１５台 

レーザプリンタ ２６台 

 

 

 

 

２か所 

 （教育委員会、保健福祉課・久

美浜病院） 

 

 

 

無線ＬＡＮ 

 

 

 

２５台 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 １９－９ 電算システムの取扱い 整理番号 １９－９－２－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 ２ 行政情報インフラの状況 分科会名 電算分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

(案) 

 庁内ＬＡＮについては、基本的には現行のまま新市へ移行することとするが、新市における組織･事務機構に併せた

調整を行う。 

 また、外部施設との接続については、基本的に現行のまま新市へ移行し、今後の地域イントラ等のネットワーク整

備に沿って改善を図る。 

 

(理由) 

 庁内ＬＡＮでは、６町で細部にわたる差異はあるが、新たに全町の庁内ＬＡＮを再構築するためには多くの経費を

要するため、現行の庁内ＬＡＮを利用してネットワークを構築することが適切と考えられる。なお、庁内ＬＡＮにつ

いては組織・事務機構に関連するため、新市における組織・事務機構に併せたＬＡＮを構築しなければならないので、

新市に移行後もさらに調整を要するものと考えられる。 

 

１ ネットワークの整備状況 

 ６町とも庁内ＬＡＮは構築済みであるが、その仕様に若干の差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－８ 指定統計事務の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類    １ 統計事務 分科会名 企画分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

１ 統計調査員の候補

者の推薦 

 

 

２ 統計調査員に対す

る指導 

 

 

３ 統計調査員の身分

を示す証票の交付 

 

 

４ 統計調査員の報酬

及び費用の交付 

 

 

５ 調査区の設定及び

修正 

 

 

６ 調査票の配布 

 

 

７ 調査票の収集 

 

 

８ 調査票の審査 

 

 

９ 調査票への必要事

項の記入 

 

 

10 調査票の送付 

 

統計調査員名簿により候補者

を推薦 

 

 

 調査員説明会の実施 

 

 

 

 統計調査員証の交付 

 

 

 

 統計調査員の報酬の計算と支

払い事務 

 

 

 調査区の設定と修正事務 

 

 

 

 調査員説明会で配布 

 

 

 調査票の収集 

 

 

 調査票の審査 

 

 

 調査票への必要事項の記入事

務 

 

 

 調査票の送付 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 統計法施行令 同左 同左 同左 同左 同左 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－８ 指定統計事務の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類    １ 統計事務  企画分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

（案） 

 現行のまま、新市に継承する。 
（理由） 
 法令に基づく事務事業のため、新市においても同一業務を行うことによる 

なし 

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 

指定統計 

国勢調査 

事業所・企業統計 

住宅・土地統計 

就業構造基本調査 

全国消費実態調査 

全国物価統計 

サービス業基本統計 

学校基本調査 

農林業センサス 

漁業センサス 

工業統計調査 

商業統計  

        等  々
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１－８ 指定統計事務の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類    １ 統計事務  企画分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

11 他の市町村長との

連絡 

 

12 統計調査員に対す

る調査票の用紙等の

送付 

 

13 広報に関する事務 

 

14 知事に対する調査

に関する事務の実施

状況報告 

 

15 関係書類の送付 

 

16 書類の作成及び保

管 

 

 

 他の市町村長への連絡 

 

 

 調査員説明会に配布 

 

 

 

 町広報誌により周知 

 

 調査に関する事務の実施状況

報告事務 

 

 

 関係書類の送付事務 

 

 関係書類の作成と保管事務 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

 

 

 

同左 

 

同左 

根拠条例・要綱・規則等 統計法施行令 同左 同左 同左 同左 同左 

 

統計法施行令 
（昭和二十四年五月三十一日政令第百三十号） 
（地方公共団体が処理する事務）  
第八条  政府が行う指定統計調査に関する事務のうち、別表第一の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長（特別区

の長を含む。以下同じ。）が同表の第四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第二の上欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の中欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の下欄に掲げる事務を行うことと

し、別表第三の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県の教育委員会が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村（特別区を含む。以下同じ。）の教育委員会が同表の第

四欄に掲げる事務を行うこととし、別表第四の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄

に掲げる事務を、市町村長が同表の第五欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第六欄に掲げる事務を行うこととし、別表第五の第一欄に掲げる指定統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分

に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、都道府県の教育委員会が同表の第四欄に掲げる事務を、市町村の教育委員会が同表の第五欄に掲げる事務を行うこととする。 
 ２  前項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務（統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統

計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。）は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 
 ３  第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関す

る事務並びにこれらの事務に附帯する事務は、地方自治法第二条第九項第二号 に規定する第二号 法定受託事務とする。 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１－８ 指定統計事務の取扱い 整理番号  専門部会名 企画財政部会 

分    類    １ 統計事務  企画分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

  

小委員会確認期日  協議会確認期日  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 1

峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１ その他必要な事項に関すること 整理番号 ２１－１７－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １７ 財政事務の取扱い 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

１ 一般会計以外の会

計  

①特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②企業会計 

 

 

 

国民健康保険特別会計 

老人保健特別会計 

介護保険特別会計 

廃棄物広域処理特別会計 

工業用地造成事業特別会計 

宅地造成事業特別会計 

峰山財産区特別会計 

五箇財産区特別会計 

小規模水道事業特別会計 

 

 

 

水道事業会計 

 

 

 

国民健康保険特別会計 

老人保健特別会計 

介護保険特別会計 

簡易水道特別会計 

農業集落排水事業特別会計 

国民健康保険 

直営大宮診療施設勘定 

  直営五十河診療施設勘定 

 

 

 

 

水道事業会計 

 

 

 

国民健康保険事業特別会計 

老人保健特別会計 

介護保険事業特別会計 

簡易水道事業特別会計 

下水道事業特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

水道事業会計 

 

 

 

国民健康保険特別会計 

国民健康保険特別会計（直営診療

施設勘定） 

老人保健特別会計 

介護保険特別会計 
簡易水道特別会計 
下水道事業特別会計 
土地取得特別会計 

 
 

 

 

水道事業会計 

 

 

 

 

国民健康保険事業特別会計 

国民健康保険直営診療施設特別

会計 

老人保健事業特別会計 

介護保険事業特別会計 

簡易水道・下水道事業特別会計 

老人保健施設事業特別会計 

 

 

 

 

 

国民健康保険病院事業会計 

 

 

 

国民健康保険事業特別会計 

老人保健事業特別会計 

介護保険事業特別会計 

宅地造成事業特別会計 

簡易水道事業特別会計 

下水道事業特別会計 

農業集落排水事業特別会計 

 

 

 

 

 

国民健康保険久美浜病院事業会

計 

 

根拠条例・要綱・規則等       
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１ その他必要な事項に関すること 整理番号 ２１－１７－１ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １７ 財政事務の取扱い 分科会名 財政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

法令に準拠し、特別会計、企業会計を設置する。 

 

 

１ 一般会計以外の会計 

 ①特別会計 

会計の種類に差異がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②企業会計 

  会計の種類に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№１） 

合併協定項目 ２１ その他必要な事項に関すること 整理番号 ２１－１７－２ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １７ 財政事務の取扱い 分科会名 財政分科会 

現                   況 

項    目 峰 山 町 大 宮 町 網 野 町 丹 後 町 弥 栄 町 久 美 浜 町 

 

２ 財政状況の公表 

①公表の方法 

・時期 

・公表方式 

 

 

 

 

５月、１１月 

公告式による 

 

【５月】 

前年１０月１日から翌年３月３

１日までの 

・歳入歳出予算の執行状況 

・財産、地方債及び一時借入金の

現在高 

・住民の負担の概況 

・公営事業の経理の状況 

・その他財政に関する事項 

 

【１１月】 

４月１日から９月３０日までの 

・歳入歳出予算の執行状況 

・財産、地方債及び一時借入金の

現在高 

・住民の負担の概況 

・公営事業の経理の状況 

・その他財政に関する事項 

・前年度の決算の概況 

 

（予算・決算概要は、別途４月・

１１月広報紙） 

 

 

 

 

５月、１１月 

公告式による 

 

【５月】 

３月３１日現在の 

・歳出各款ごとの予算の使用状況

・歳入各款ごとの収入状況 

・財産、公債及び一時借入金の現

在高 

・各税目ごとの町税の徴収状況 

・その他町長が必要と認める事項

 

【１１月】 

９月３０日現在の 

・歳出各款ごとの予算の使用状況

・歳入各款ごとの収入状況 

・財産、公債及び一時借入金の現

在高 

・各税目ごとの町税の徴収状況 

・その他町長が必要と認める事項

・前年度の決算の概況 

 

 

（予算・決算概要は、別途４月・

１１月広報紙） 

 

 

５月 

「わかりやすい予算書」全戸配布

 

 

 

 

５月、１１月 

公告式による 

 

【５月】 

前年１０月１日から翌年３月３

１日までの 

・歳入歳出予算の執行状況 

・財産、地方債及び一時借入金の

現在高 

・その他町長において必要と認め

る事項 

 

【１１月】 

４月１日から９月３０日までの 

・歳入歳出予算の執行状況 

・財産、地方債及び一時借入金の

現在高 

・その他町長において必要と認め

る事項 

・前年度の決算の概況 

 

町広報紙 

（条例上は年2回だが、5月は未

実施） 

 

 

 

 

１０月、２月 

 

 

【１０月】  

・前月末における歳出各款毎の予

算の使用状況 

・前月末における歳入各款毎の収

入状況 

・前月末における財産、公債及び

一時借入金の現在高 

・前月末各税目毎の町税徴収状況

・年度内における未予算化の事業

及びその財源見込 

 

【２月】 実際は４月 

・前月末における歳出各款毎の予

算の使用状況 

・前月末における歳入各款毎の収

入状況 

・前月末における財産、公債及び

一時借入金の現在高 

・前月末各税目毎の町税徴収状況

・年度内における未予算化の事業

及びその財源見込 

 

町広報紙による公表 

 

 

 

５月、１１月 

公告式による 

 

【５月】 

前年１０月１日から翌年３月３

１日までの 

・歳入歳出予算の執行状況 

・財産、地方債及び一時借入金の

現在高 

・住民の負担の概況 

・公営事業の経理の状況 

・その他財政に関する事項 

 

【１１月】 

４月１日から９月３０日までの 

・歳入歳出予算の執行状況 

・財産、地方債及び一時借入金の

現在高 

・住民の負担の概況 

・公営事業の経理の状況 

・その他財政に関する事項 

・前年度の決算の概況 

 

 

 

 

５月、１１月 

公告式による 

 

【５月】 

３月３１日現在の 

歳出各款ごとの予算の使用状況 

歳入各款ごとの収入状況 

財産、公債及び一時借入金の現在

高 

各税目ごとの町税の徴収状況 

その他町長が必要と認める事項 

 

【１１月】 

９月３０日現在の 

歳出各款ごとの予算の使用状況 

歳入各款ごとの収入状況 

財産、公債及び一時借入金の現在

高 

各税目ごとの町税の徴収状況 

その他町長が必要と認める事項 

及び前年度の決算 

 

（予算・決算概要は、別途４月・

１１月広報紙） 

 

根拠条例・要綱・規則等 峰山町財政状況の公表に関する

条例 

大宮町財政状況の公表に関する

条例 

網野町財政状況の公表に関する

条例 

丹後町財務条例 弥栄町財政状況の公表に関する

条例 

久美浜町財政状況の公表に関す

る条例 
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峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会 事務事業調書（№２） 

合併協定項目 ２１ その他必要な事項に関すること 整理番号 ２１－１７－２ 専門部会名 企画財政部会 

分    類 １７ 財政事務の取扱い 分科会名 財政分科会 

 

課     題 調 整 結 果 

 

 

(案) 

公表の時期は５月と１１月。 

公表の方法は公告式とする。 

公表する内容は、 

 

(1) 歳入歳出予算の執行状況 

(2) 財産、地方債および一時借入金の現在高 

(3) 住民の負担の状況 

(4) その他首長において必要と認める事項 

 

とする。 

 

また、大宮町の例による「わかりやすい予算書」などの住民向けへの財政状況広報については、内容及び取り扱いを

新市において検討する。 

 

 

（理由） 

公表する内容については地方自治法に準拠した内容が適正と考えられるため。 

 

 

２ 財政状況の公表 

①公表の方法 

  公表時期及び方法、内容に差異がある。 

小委員会確認期日  協議会確認期日  
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